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文書指摘事項の内容 改善状況

 社会福祉法人
 教證会

法人
運営

一　　般
指導監査

令和元年７月３１日 ・理事長の役員報酬額を改めて評議員会で決議すること。 改善済

 社会福祉法人
 旭川泉会

法人
運営

一　　般
指導監査

令和元年８月１日

・ 評議員（候補者）の選任に際し，被選任者から徴している履歴
書，申立書，就任承諾書に誤謬があるので，再度，修正・追記し
た上で，適正に徴すること。
・ 理事・監事（候補者）の選任に際し，被選任者から徴している
履歴書，申立書，就任承諾書に誤謬があるので，再度，修正・追
記した上で，適正に徴すること。
・ 平成３０年度計算関係書類，事業報告に係る監事監査報告を適
正に作成し，理事会及び評議員会の承認を得ること。

改善済

 社会福祉法人
 群生会

法人
運営

一　　般
指導監査

令和2年2月20日
・ 平成30年度計算書類等に多くの誤謬があったので，修正の上，
理事会，評議員会の議決を得るとともに，次年度計算書類の注記に
記載すること。

改善済

 社会福祉法人
 旭川市社会
 福祉協議会

法人
運営

一　　般
指導監査

令和2年2月21日

・ 評議員1名が，4回連続して評議員会を欠席しているので，各
評議員が確実に出席できるよう，評議員会の日時を設定する，も
しくは，テレビ会議や電話会議等による開催を検討すること。
・ 評議員会の招集・開催を議決する理事会と評議員会を同日に開
催している事例等があることから，今後は，適正に評議員会を招
集・開催すること。

改善済

Ⅰ　文書指導事項有りの社会福祉法人等（社会福祉法人）

改善済
 社会福祉法人
 かがやき

法人
運営

一　　般
指導監査

令和元年１１月１４日
令和２年２月３日

・ 評議員1名について，理事会で評議員候補者として選任されず
に，評議員選任・解任委員会で評議員として選任されていた。今後
は，適切に評議員の選任を行うこと。
・ 平成29年4月以降，理事会の出席状況について，50％に満たな
い理事が２名あり，また，令和2年2月3日現在，理事2名，監事1
名が2回以上連続して直近の理事会を欠席している。同様に，評議
員会の出席状況についても，50％に満たない評議員が3名あり，現
在までに，評議員2名が2回以上連続して直近の評議員会を欠席して
いる。役員等が確実に出席できるよう，理事会等の日時を設定す
る，もしくはテレビ会議や電話会議等による開催を検討すること。
・ 理事・監事の選任を行う評議員会の開催に当たり，理事・監事候
補者が決定しないまま，各評議員に評議員会の招集通知及び議案を
送付している。今後は，適切な手順で理事，監事を選任するなど，
適正に評議員会を招集・開催すること。
・ 理事会，評議員会の招集・開催に係る関係書類や議事録が整備さ
れていない事例があった。今後は，適正な手続により招集・開催す
るとともに，議事録を作成し，保存すること。
・ 年度末までに，新年度の事業計画・収支予算を作成し，理事会の
議決を得る必要があるが，為されていなかった。今後は，適切な時
期までに作成し理事会の議決を得ること。
・ 平成30年度の短期借入2件について，理事会の議決を得ておら
ず，かつ内容が不十分な借用書により借入れされていた。今後，借
入れを行う際には，理事会の議決を得るとともに，適切に金銭消費
貸借契約書等を作成・締結すること。
・ 借入残高があるにもかかわらず，金銭消費貸借契約書や借用書が
ない借入金があった。現時点で借入残高がある借入金については，
改めて金銭消費貸借契約書等を作成すること。
・ 平成30年度に実施した3件の工事契約について，法人内部の意
思決定に関する稟議書及び契約書等が存在しなかった。また，平成
31年度に実施した2件の工事契約について，随意契約により契約の
相手方を選定しているが，予定価格に鑑み，2者から見積りを徴す
べきところ，1者のみから徴していた。今後は，経理規程等に沿っ
て，適正・適切に契約事務を行うこと。
・ H30年度計算書類について，現況報告書提出時のものも含め
て，多数の誤謬あり。特に，貸借対照表，資金収支計算書，借入金
明細書それぞれの誤謬があるとともに，各計算書類間に整合性がな
い。修正の上，理事会，評議員会の議決を得るとともに，次年度計
算書類の注記に記載すること。


